
市民の皆さまへのメッセージ 

 

鳴門市長の泉理彦です。 

１月１３日に大阪府、兵庫県、京都府、栃木県、岐阜県、愛知県、福岡県の２

府５県に、緊急事態宣言が発令されました。１月７日に既に発令されています東

京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を加えますと、対象都府県は１１となります。 

 

全国では昨年来の感染者が３０万人を超えており、また、最近では「変異型」

のウイルスが国内でも確認されるなど、まだまだ収束の兆しは見えない状況で

す。鳴門市在住の方も、これまで８人の方の感染が確認されています。 

 

現在、徳島県において緊急事態宣言は出されていませんが、県内でも１月１１

日に県内有料老人ホームで大規模なクラスターが発生するなど、どの地域でも

感染拡大が起きる可能性が十分にあります。 

 

これまでも、皆さまには感染リスクが高まる５つの場面 

 

① 飲食を伴う懇親会等 

②大人数や長時間に及ぶ会食 

③マスクなしでの会話 

④狭い空間での共同生活 

⑤居場所の切り替わり 

 

への注意及び回避、また、「３密を避ける」「手洗いや手指消毒」等の基本的な

感染防止策にご協力いただいております。 

 

こうした、皆さまの一つひとつの心がけの積み重ねが、本市で感染が拡大して

いない大きな要因だと考えており、感謝申し上げるとともに、改めて取り組みの

継続をお願いいたします。 

 

また今回、緊急事態宣言が発令された地域への不要不急の往来はできる限り

お控えいただきたいと存じますが、受験等によりやむを得ず当該地域へ訪問さ

れる際には、現地の状況また情報を十分確認し、万全の感染対策を行っていただ

きますようお願いいたします。 

 

最後に、事業者の皆さまにおかれましては、昨年来厳しい状況の中、市民の生

活を支えていただいておりますことに感謝申し上げます。市といたしましても

できる限りの支援を行ってまいりますので、改めて感染防止施策へのご協力を

お願いいたします。 

 

令和３年１月１４日 

鳴門市長 泉 理彦 


